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合併協議会で協議・検討される内容とは？

合併に係る協議 �基本的な事項 �合併の是非、合併の方式、合併の時期、新市町村の名称など 
住民サービス関連 �地方税、国民健康保険税、使用料・手数料、補助金、財産など 

人事・組織関連 �職員の身分、条例・規則、議員の定数・任期など 

その他 �消防団、公共的団体、一部事務組合の取扱いなど 

市町村建設計画の作成 ��基本方針、新市の施策、公共施設の統合、税財政計画など 

間合先　政策形成課
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（
シ
り
－
ズ
8
）
市
町
村
全
備
を
参
え
る

こ
の
た
び
、
都
留
市
、
西
桂
町
、
秋
山
村
、
道
志
村
を
対
象
と
す

る
市
町
村
合
併
協
議
会
の
設
置
を
求
め
る
住
民
発
議
が
、
本
市
を
は

じ
め
関
係
す
る
1
町
、
2
村
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
民
に
よ
っ

て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
関
係
す
る
市
町
村
ご
と
に
、
議
会

に
合
併
協
議
会
の
設
置
に
つ
い
て
付
議
さ
れ
、
す
べ
て
の
議
会
で
議

決
さ
れ
ま
す
と
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
こ
の
合
併
協
議
会
の
役
割
と
合
併
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
関
係
町
村
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

住
民
発
議
と
は
？

「
合
併
協
議
会
」
の
設
置
を
住
民
主
導
で
求
め
る
の
が
「
住

民
発
議
」
制
度
で
す
。
平
成
7
年
に
創
設
さ
れ
、
平
成
Ⅱ
年

に
さ
ら
に
改
正
さ
れ
た
制
度
で
、
有
権
者
は
そ
の
5
0
分
の
1

以
上
の
著
名
を
も
っ
て
住
民
直
接
請
求
す
れ
ば
、
す
べ
て
の

関
係
市
町
村
の
長
は
、
合
併
協
議
会
の
設
置
に
つ
い
て
、
議

会
に
意
見
を
付
し
て
付
議
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
従
来
の
市
町
村
合
併
制
度
で
は
、
合
併
に
至
る

ま
で
の
主
導
権
を
関
係
市
町
村
の
長
や
議
会
が
も
っ
て
い
た

た
め
、
関
係
市
町
村
の
意
向
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
、
市
町
村

の
長
や
議
会
が
合
併
に
対
し
て
消
極
的
な
場
合
に
は
、
住
民

が
積
極
的
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
に
検
討
す
る
場
が
設
け
ら

れ
な
い
な
ど
、
住
民
の
意
向
が
十
分
に
反
映
さ
れ
な
い
な
ど

の
経
緯
の
中
で
、
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

合
併
協
議
会
と
は
～

合
併
協
議
会
と
は
、
合
併
を
行
う
こ
と
自
体
の
是
非
も

含
め
、
新
市
建
設
計
画
の
作
成
や
諸
条
件
な
ど
市
町
村
の

合
併
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
の
組
織
で
、
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
合
併
特
例
法
）
と
地
方
自
治
法

の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
法
定
の
協
議
会
で
す
。

合
併
協
議
会
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
市
町
村
の

議
決
を
経
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
委
員
は
、
関
係
市
町
村

の
長
・
職
員
、
議
会
の
議
員
、
学
識
経
験
者
か
ら
選
任
さ

れ
、
合
併
協
議
会
で
協
議
・
検
討
さ
れ
た
内
容
は
、
「
合
併

協
議
会
だ
よ
り
」
な
ど
を
通
じ
て
そ
の
都
度
市
民
の
皆
さ
ん

に
公
表
さ
れ
ま
す
。

最
終
的
に
は
こ
の
協
議
会
で
の
審
議
、
調
整
結
果
を
基

に
、
各
市
町
村
の
議
会
で
合
併
の
是
非
を
判
断
し
ま
す
。

※
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
次
ペ
ー
ジ
の
フ
ロ
ー
チ
ャ

ー
ト
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。


